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   筑波大学附属図書館利用細則 

 

 （趣旨） 

第１条 この部局細則は、筑波大学附属図書館利用規程（平成１６年法人規程第３７号。以下「利

用規程」という。）第１９条の規定に基づき、附属図書館の利用に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 

 （開館時間及び休館日） 

第２条 附属図書館の開館時間及び休館日は、別表第１のとおりとする。ただし、附属図書館長

が、特に必要と認めたときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館若しくは開館することがで

きる。 

  

 （和装古書等の閲覧手続等） 

第３条 利用規程第５条ただし書に規定する部局細則で定める手続は、あらかじめ、附属図書館

長が別に定める様式を提出することにより行うものとする。 

２ 前項の手続により閲覧を許可された者は、当該閲覧に係る許可条件及び附属図書館長の指示

に従わなければならない。 

 

 （貸出しの種類及び区分に対応する対象者等） 

第４条 利用規程第７条第１項の表に規定する図書館資料の貸出しの種類及び区分に対応する貸



出対象、対象図書館資料、貸出限度冊数、貸出限度期間、貸出更新限度回数及び貸出予約冊数

は、それぞれ別表第２から別表第４までのとおりとする。 

 

 （個人貸出） 

第５条 個人貸出を受けようとする者は、貸出しを希望する図書館資料に利用証を添えて申し出

るものとする。 

２ 個人貸出を受けようとする図書館資料が貸出中のときは、予約することができる。 

３ 個人貸出の貸出限度期間の更新は、当該図書館資料に予約がない場合に限り行うことができ

る。 

４ 附属図書館長は、貸出限度期間までに返却しなかった者に対しては、新たな個人貸出を行わ

ないものとし、延滞したすべての図書館資料が返却された日の翌日から起算して、最も長く延

滞した図書館資料の延滞日数に等しい期間、個人貸出を停止するものとする。ただし、附属図

書館長が当該延滞に特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。 

 

 （学位プログラム等資料室貸出） 

第６条 専攻、研究群に置く学位プログラム、グローバル教育院に置く学位プログラム（博士課

程のものに限る。）又は教育研究施設（以下この項及び次項において 「学位プログラム等」と

いう。）の長は、当該学位プログラム等への図書館資料の貸出しを受けようとするときは、あら

かじめ必要な業務を行う担当者を配置した資料室（以下「学位プログラム等資料室」という。）

を設置し、附属図書館長に申し出なければならない。 

２ 学位プログラム等資料室貸出を受けた学位プログラム等の長（複数の学位プログラム等の長

が設置する学位プログラム等資料室にあっては、当該学位プログラム等の長があらかじめ協議

して定める学位プログラム等の長をいう。以下同じ。）は、当該図書館資料の管理及び運用を行

うものとする。 

３ 学位プログラム等の長は、附属図書館長が貸出中の図書館資料を点検するときは、これに応

じなければならない。 

４ 学位プログラム等資料室の図書館資料は、当該学位プログラム等以外の者も利用することが

できる。 

  

 （科学研究費等貸出） 

第７条 科学研究費等貸出を受けようとするものは、当該図書館資料の寄附申込み時に附属図書

館長に申し出なければならない。 

 

 （セミナー室等の利用） 

第８条 利用規程第１３条に規定する部局細則で定めるセミナー室等並びにその利用対象者、利

用条件及び利用回数、期間等は、別表第５のとおりとする。 

２ セミナー室等の利用は、あらかじめ、附属図書館長が別に定める様式を提出することにより

行うものとする。 

 



 （この部局細則の開示） 

第９条 附属図書館長は、利用者の閲覧に供するため、この部局細則を常時、附属図書館内に備

え付けるものとする。 

 

 （雑則） 

第１０条 この部局細則に定めるもののほか、附属図書館の利用に関し必要な事項は、附属図書

館長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この部局細則は、平成１７年４月２２日から施行し、同年４月１日から適用する。 

２ この部局細則適用の際現に大学教員特別貸出の対象図書館資料として貸し出されている図書

館資料については、別表第２大学教員特別貸出の項に規定する対象図書館資料とみなす。 

 

   附 則（平１８．１．２７附属図書館部局細則１号） 

この部局細則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１８．３．１７附属図書館部局細則２号） 

この部局細則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平１９．２．２３附属図書館部局細則２号） 

この部局細則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平２０．３．２８附属図書館部局細則１号） 

この部局細則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２３．７．２６附属図書館部局細則１号） 

この部局細則は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 

附 則（平２４．３．２９附属図書館部局細則１号） 

この部局細則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２７．３．３附属図書館部局細則３号） 

この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２８．３．２４附属図書館部局細則４号） 

この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２９．３． ６附属図書館部局細則１号） 

この部局細則は、平成２９年４月１日から施行する。 



 

附 則（平３０．２．２３附属図書館部局細則１号） 

この部局細則は、平成３０年６月１日から施行する。 

 

附 則（令 元．９．１８附属図書館部局細則２号） 

この部局細則は、令和元年９月１８日から施行し、この部局細則による改正後の筑波大学附属

図書館利用細則の規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

 

  附 則（令 ２．４． １附属図書館部局細則１号） 

この部局細則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

  附 則（令 ７．１２．１８附属図書館部局細則３号） 

この部局細則は、令和７年１２月１８日から施行する。 

 



別表第１（第２条関係） 

中央図書館の開館時間及び休館日 

開
館
時
間 

月曜日から金曜日まで 午前８時３０から午前０時まで（午前９時か

ら午後８時まで） 

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号。以下「祝

日法」という。）に規定する休日 

午前９時から午後８時まで（午前９時から午

後６時まで） 

休
館
日 

１２月２９日から翌年１月３日まで（以下「年末年始」という。） 

備考 括弧内の時間は、春季・夏季・冬季休業中（年末年始は除く）の開館時間である。 

 

体育・芸術図書館及び図書館情報学図書館の開館時間及び休館日 

開
館
時
間 

月曜日から金曜日まで 午前８時３０分から午後１０時まで（午前９

時から午後５時まで） 

土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日 午前１０時から午後６時まで 

休
館
日 

休業中の土曜日、日曜日、祝日法に規定する休日及び年末年始 

備考 括弧内の時間は、春季・夏季・冬季休業中（年末年始は除く）の開館時間である。 

 

医学図書館の開館時間及び休館日 

開
館
時
間 

月曜日から金曜日まで 午前８時３０分から午後１０時まで（午前９

時から午後８時まで） 

土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日 午前９時から午後１０時まで（午前９時から

午後８時まで） 

休
館
日 

年末年始 

備考 括弧内の時間は、春季・夏季・冬季休業中（年末年始は除く）の開館時間である。 

 

大塚図書館の開館時間及び休館日 

開
館
時
間 

月曜日 午前１０時３０分から午後６時３０分まで 

火曜日から金曜日まで 午前１０時から午後９時１０分まで 

土曜日 午前１０時から午後７時５０分まで 

日曜日 午前１０時から午後６時まで 

休
館
日 

祝日法に規定する休日及び年末年始 



別表第２（第４条関係） 

個人貸出 

区分 貸出対象 

対象図

書館資

料 

貸出

限度

冊数 

貸出

限度

期間 

貸出更

新限度

回数 

貸出予約冊数 備考 

一 般

貸出 

Ａ

（大

学教

員

等） 

利用規程第３条

第２号、第３号

及び第６号に掲

げる者（第２号

に掲げる職員に

あっては大学教

員、附属学校教

員及び大学教員

に準ずる者に限

る。） 

図 書 館

資料（和

装古書、

参 考 図

書、法人

及 び 旧

機 関 の

関 係 資

料（以下

｢法人等

関 係 資

料」とい

う。）、そ

の 他 特

殊 形 態

図 書 を

除く。） 

３０

冊 

３週

間 

３回 ５冊（利用

規程第３条第

７号に掲げる

者にあっては

プラチナアソ

シエイト及び

附属図書館ボ

ランティアに

限る。） 

 

⑴ 春季、

夏 季 及

び 冬 季

の 休 業

期間は、

貸 出 限

度 期 間

を 特 別

に 延 長

する。 

⑵  附 属

図 書 館

長 が 特

に 必 要

と 認 め

た と き

は、貸出

限 度 期

間 を 臨

時 に 変

更 す る

こ と が

できる。 

 

Ｂ 

（大

学院

学生

等） 

利用規程第３条

第１号に掲げる

者のうち、大学

院学生及びそれ

に準ずる者 

 

２０

冊 

Ｃ 

（学

群学

生、

事務

職員

等） 

利用規程第３条

第１号、第２号、

第５号、第６号

及び第７号に掲

げる者（前対象

者Ａ又はＢに該

当 す る 者 を 除

く。） 

１０

冊 

Ｄ 

（学

外者

等） 

利用規程第３条

第４号、第８号

及び第９号に掲

げる者のうち、

附属図書館長が

特に認めた者 

一 般 図

書（和装

古書、参

考図書、

法 人 等

関 係 資

料、医学

基 本 図

書、その

他 特 殊

形 態 図

書 を 除

６

冊 

 

 

 

 

更新し

ない。 

 ― 



く。） 

 

大 学

教 員

研 究

用 長

期 貸

出 

 

利用規程第３条第２号

に掲げる者（職員にあ

っては大学教員及びそ

れに準ずる者に限る。） 

 

図 書 館

経 費 以

外 で 購

入 さ れ

た 図 書

館 資 料

（ 雑 誌

及 び 新

聞 を 除

く。）、旧

国 立 学

校 設 置

法 の 規

定 に よ

り 設 置

さ れ て

い た 東

京 教 育

大 学 蔵

書 及 び

重 複 図

書 館 資

料 で 附

属 図 書

館 長 が

指 定 す

るもの。 

１０

０冊 

1

年 

更新し

ない。 

附属図書館長

が指定する。 

 

大 学

教 員

特 別

貸出 

利用規程第３条第２号

に掲げる者（職員にあ

っては大学教員及びそ

れに準ずる者に限る。） 

 

当 該 大

学 教 員

及 び グ

ル ー プ

の 経 費

で 新 規

に 購 入

し た 図

書 館 資

料（雑誌

及 び 新

聞 を 除

制 限

し な

い。 

１

年 

制限し

ない。 

附属図書館長

が指定する。 

 



く。） 

 

 

 

別表第３（第４条関係） 

学位プログラム等資料室貸出 

区分 貸出対象 対象図書館資料 
貸出限

度冊数 

貸出限

度期間 

貸出更

新限度

回数 

備考 

図 書

貸出 

学位プログラム

等 

当該学位プログラム等の

経費で購入した図書館資

料（雑誌及び新聞を除

く。） 

制限し

ない。 

貸出し

を受け

た日の

属する

年度内 

 

制限し

ない。 

 

新 着

雑 誌

貸出 

専攻及び学位プ

ログラム 

当該専攻又は学位プログ

ラムの経費で購入した新

着雑誌 

制限し

ない。 

１ 月

（数理

物質科

学研究

群数学

学位プ

ログラ

ムにあ

っては

当該学

位プロ

グラム

が必要

とする

期間） 

更新し

ない。 

複数の専攻又

は学位プログ

ラムの経費で

購入した新着

雑誌にあって

は、当該専攻

又は学位プロ

グラムの間で

定めた学位プ

ログラム等資

料室に貸し出

す も の と す

る。 

重 複

購 入

雑 誌

貸 出

（ 新

着 、

バ ッ

ク ナ

ン バ

ー） 

専攻及び学位プ

ログラム 

⑴ 図書経費又は学類の

経費で購入する雑誌と

重複する専攻又は学位

プログラムの購入する

雑誌 

⑵ 継続して寄贈されて

いる雑誌で、附属図書

館に配架するものと重

複する専攻又は学位プ

ログラムの購入する雑

誌 

制限し

ない。 

制限し

ない。 

  



⑶ 同一専攻又は学位プ

ログラムが当該経費で

重複購入する雑誌のう

ち、附属図書館に配架

するもの以外のもの 

⑷ 専攻又は学位プログ

ラムの間で重複する専

攻又は学位プログラム

の購入する雑誌のう

ち、附属図書館に配架

するもの以外のもの

で、利用頻度が低いた

め保管されているもの 

 

 

教 育

研 究

施 設

等 用

雑 誌

貸出 

教育研究施設等 当該教育研究施設等の経

費で購入した雑誌のう

ち、附属図書館長が認め

たもの 

制限し

ない。 

制限し

ない。 

  

 

 

別表第４（第４条関係） 

科学研究費等貸出 

区分 貸出対象 対象図書館資料 
貸出限度

冊数 

貸出限度

期間 

貸出更新

限度回数 
備考 

科学研究

費等特別

貸出 

科学研究

費補助金

等を受け

た者 

当該科学研究費

補助金等で購入

した図書館資料 

制限しな

い。 

当該研究

期間経過

後２年ま

で 

更新しな

い。 

附属図書館に返

却されたものは、

個人貸出（大学教

員研究用長期貸

出）及び学位プロ

グラム等資料室

貸出を受けるこ

とができる。 

 

 

別表第５（第８条関係） 

セミナー室等 利用対象者 利用条件 利用回数、期間等 



セミナー室及び

グループ利用室 

 

 

利用規程第３条第１号か

ら第３号まで、第６号及

び第７号に掲げる者（第

７号に掲げる者にあって

はプラチナアソシエイト

に限る。） 

複数で図書館資料を利用

して教育研究又は学習を

行う場合 

 

１日１回（３時間以内） 

多目的学習室 

 

 

利用規程第３条第１号か

ら第３号まで、第６号か

ら第８号までに掲げる者

（第７号に掲げる者にあ

ってはプラチナアソシエ

イトに限るものとし、利

用対象者の求めに応じて

対面朗読を行う者にあっ

ては制限しない。） 

複数で図書館資料を利用

して教育研究又は学習を

行う場合、視覚障害等に

より図書館資料の利用に

当たり補助を必要とする

利用者が対面朗読等を受

ける場合 

１日１回（３時間以内） 

研究個室 利用規程第３条第１号か

ら第３号まで及び第６号

に掲げる者（第１号に掲

げる者にあっては大学院

学生及びそれに準ずる

者、第２号に掲げる職員

にあっては大学教員及び

それに準ずる者に限る。） 

 

図書館資料を利用して研

究を行う場合 

１日２回（同時に予約で

きるのは１人１部屋） 

対面朗読室 ― 

 

視覚障害等により図書館

資料の利用に当たり補助

を必要とする利用者が対

面朗読等を受ける場合 
 

― 

 

お話しルーム 利用規程第３条第１号か

ら第３号まで及び第６号

に掲げる者 

 

 

図書館資料を利用して読

み聞かせ等を行う場合 

１日１回（３時間以内） 

発話個室 発話を伴う研究・学習又

はオンラインの授業若し

くは会議等に参加する場

合 

１日１回（２時間以内） 

Ｗｅｂミーティ

ングブース 

１日１回（３時間以内） 

 


